
   令和  年  月  日議決・専決      令和 ８年 １月 １日施行

   令和 ７年１２月２６日公布         令和  年 月 日適用

   佐用町告示第  号

   令和７年佐用町要領第９号

佐用町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要領の一部を改正す

る要領

佐用町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要領の一部を改正する要領をこ

こに公布する。

令和 ７年１２月２６日

                     佐用町長  江 見 秀 樹



佐用町要領第９号

佐用町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要領の一部を改

正する要領

佐用町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する取扱要領（平成18年佐用町要領

第９号）の一部を次のように改正する。

第９条第２号ア中「、住民基本台帳カード」を削り、同号イ中「住民基本台帳カ

ード（本人の写真の貼付されていないものに限る。）、」及び「被保険者証又は」

を削る。

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。



様式第１号（第４条関係）



様式第２号（第４条関係）



様式第３号（第４条関係）

附 則

この要領は、令和８年１月１日から施行する。


